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第３章 避難対策 

第１節 避難の基本的な考え方 

避難の基本的なパターンは、自主的な分散避難若しくは、避難指示に基づいた一時集結地

への公的避難のいずれかとする。住民等は町長から避難指示があった場合、自ら避難のため

の交通手段により避難対象エリア外に避難又は退去する。 

一時集結地への公的避難は噴火の影響範囲から離れるための町内での一時避難と位置づけ、

被害の拡大及び災害の長期化による町外避難の可能性を見据えたものとする。 

避難に際して、住民等は避難情報が出されなくても、「自らの命は自らが守る」という考え

方の下に、警戒レベル情報等を確認し避難の必要性を判断すると共に、身の危険を感じたら

躊躇なく自発的に避難することとする。 

 

図 8 避難対応のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療・社会福祉施設に入院、入所又は通所している者については、各施設の避難計画に準

ずる。 

要配慮者（介護者等を含む）は、避難指示発令後、迅速かつ円滑な避難が困難な場合に備

え、町長から高齢者等避難が発令された場合は、早期の避難に努める。 

 

１ 避難対象者の区分 

避難対象者は「一般住民」「避難行動要支援者」の２つに区分する。避難行動要支援者は一

般住民より避難に時間を要することから一般住民よりも早い段階での避難準備又は避難とす

る。「登山客・観光客」については本計画の対象として含まない。 
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第２節 噴火前の自主的な分散避難 

町は、自家用車（相乗り含む）による避難を希望し、親族・知人宅や遠方の宿泊施設等へ身

を寄せても生活が維持できる住民を対象として、「地域のスリム化」のために、避難行動要支

援者の避難開始時期より前の予兆観測後の早い段階から、自主的な分散避難を呼びかける。 

 

第３節 避難指示の発令 

町は、溶岩流等からの避難のうち、第４次避難対象エリアについては、噴火警戒レベル及

び流下パターンに応じて噴火前に避難の指示を発令し、避難対象地区内の住民等は避難場所

への避難を開始する。第４次避難対象エリアの避難指示の発令のタイミング及び避難対象区

域は、表１４のとおりとする。 

 

表 14 第４次避難対象エリアにおける避難指示の発令タイミング及び避難対象区域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

噴火前に火山活動の活発化に伴う現象（有感地震の発生、地殻の隆起や伸び、温泉や地下

水の変化、地熱の上昇、低周波地震の増加、火山性微動等）が観測されると、気象庁は、噴火

警報等（噴火警戒レベル）を発表することから、町は、段階的に住民等を安全な地域へ避難

させることを目的とした避難指示等を発令する。 

 

町長は、火山噴火による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民等

の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認め

るときは、住民等に対し避難指示を発令する。 

  

避難対象 
エリア 

避難指示発令の 
タイミング 

対象人口 避難対象区域 

第４次避難対象

エリア 
噴火警戒 
レベル５ 

７５７４人 

南一色区 
①②⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑯⑰班 
東ベ南一色区 
下長窪区 
①②③④⑤⑥⑩⑪⑰⑱⑲班 
尾尻住宅区 
納米里区 
①②⑦⑨⑩⑪⑬⑮⑯班  
荻素区①②③④⑤⑥班 
鮎壺区①②③④⑤⑥⑦⑨⑩⑭⑮㉜㉟㊲

㊳㊹㊽班 
本宿区 
①③⑥⑦⑧⑩⑫⑬⑭⑰⑳㉗㉚㉜班 
シャルマン区 
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町長は、避難指示を発令したときは、直ちに避難対象地区内の住民等に対して、同報無線、

広報車、SNS等の手段を通じて次の事項を伝達するとともに、警察官、地元自主防災組織等の

協力を得て周知徹底を図る。避難指示は当該自治会（区）の班単位を対象に発令する。 

表 15 避難指示の内容 

避難指示の内容 

・避難指示の主旨 

・避難指示が出された地域名 

・避難所の名称及び所在地 

・避難経路及び誘導方法 

町長は、避難指示を発令したときは、災害対策基本法に基づき静岡県知事に報告する。 

 

第４節 避難所の開設及び避難誘導 

１ 一時集結地 

避難計画影響の想定範囲は流下パターン D に該当する以下の地域と想定する。避難対象地

区別の避難対象者数は、令和６年４月現在の本町住民基本台帳登録者を基準とし、避難行動

要支援者については、令和６年４月現在の「長泉町避難行動要支援者名簿」から算出した。

一般住民の自主避難率については*４０.０％と想定すると、避難対象地区別の避難対象者数、

世帯数及び想定される公的避難者数は表１６のとおりである。 

 

表 16 避難対象地区別の避難対象者数及び世帯数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世帯数 人数 世帯数 人数

南一色① ９２ １８９ ４ ４ １１３

南一色② ６４ １４３ ７ ７ ８６

南一色⑥ １１５ ２９０ ８ ８ １７４

南一色⑦ ７６ １５０ ６ ７ ９０

南一色⑧ ３７ ７９ ４ ４ ４７

南一色⑨ ７７ １８２ ３ ３ １０９

南一色⑩ ７３ １４８ ８ ８ ８９

南一色⑫ １１１ １５８ ９ ９ ９５

南一色⑬ ４２ ７９ ４ ５ ４７

南一色⑯ ５６ １２２ ３ ３ ７３

南一色⑰ ３ １１ ０ ０ ７

７４６ １５５１ ５６ ５８ ９３０

９ ２０ １ １ １２

地区
避難

対象班

一般住民 公的避難者
想定数

（６０.０％）
避難所避難行動要支援者

南一色　合計

東ベ南一色

長泉
小学校

南一色
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下長窪① ８２ ２１２ ６ ６ １２７

下長窪② ６３ １７７ ３ ３ １０６

下長窪③ ４６ １１４ ４ ４ ６８

下長窪④ １１６ ２９９ ４ ４ １７９

下長窪⑤ ６１ １５５ １ １ ９３

下長窪⑥ ８１ １７４ ６ ７ １０４

下長窪⑩ ８２ １７５ ３ ３ １０５

下長窪⑪ ４０ ８４ ３ ３ ５０

下長窪⑰ １３４ ３４６ １３ １３ ２０８

下長窪⑱ １９ ４４ ０ ０ ２６

下長窪⑲ １６ ３８ ３ ３ ２３

７４０ １８１８ ４６ ４７ １０８９

８８ １５１ ０ ０ ９１

納米里① ７６ １７７ ４ ４ １０６

納米里② １０２ ２５４ ３ ３ １５２

納米里⑦ ４６ １１６ ４ ４ ７０

納米里⑨ １３５ ４００ ９ １０ ２４０

納米里⑩ ７４ １７７ ３ ３ １０６

納米里⑪ ５８ １２０ ３ ３ ７２

納米里⑬ １１２ ２８９ １１ １１ １７３

納米里⑮ ５２ ９２ ０ ０ ５５

納米里⑯ ６７ １３１ ０ ０ ７９

７２２ １７５６ ３７ ３８ １０５３

荻素① ２０ ５０ ３ ３ ３０

荻素② １７ ４５ １ １ ２７

荻素③ ２０ ５５ ２ ２ ３３

荻素④ ２９ ５４ ３ ３ ３２

荻素⑤ ２４ ７３ １ １ ４４

荻素⑥ ２０ ５０ ２ ２ ３０

１３０ ３２７ １２ １２ １９６

下長窪

下長窪　合計

尾尻住宅

長泉

中学校

長泉
小学校

納米里

納米里　合計

荻素

荻素　合計
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＊福島第一原子力発電所事故時の住民アンケート調査結果では、自主避難率は４０%を基本として設定されて

いることから、本計画の参考値とする。（内閣府ガイダンス 国会事故調査報告書） 

  

鮎壺① ９５ ２０７ ７ ７ １２４

鮎壺② ２３ ６０ ５ ５ ３６

鮎壺③ ２５ ６０ ２ ２ ３６

鮎壺④ １８ ４０ １ １ ２４

鮎壺⑤ １９ ５０ １ １ ３０

鮎壺⑥ ３５ ７３ ２ ２ ４４

鮎壺⑦ ２２ ４１ １ １ ２５

鮎壺⑨ ４３ ９６ １ １ ５８

鮎壺⑩ １９ ４８ ２ ２ ２９

鮎壺⑭ ２３ ５０ ２ ２ ３０

鮎壺⑮ １４ ３３ ４ ４ ２０

鮎壺㉜ １３ ２６ ０ ０ １５

鮎壺㉟ １８ ３０ １ １ １８

鮎壺㊲ １２ ３０ １ １ １８

鮎壺㊳ １１ ４５ １ １ ２７

鮎壺㊹ １５ １７ ０ ０ １０

鮎壺㊽ １３ １３ ０ ０ ８

４１８ ９１９ ３１ ３１ ５５２

本宿① ２９ ７１ ４ ４ ４３

本宿③ ７７ １５７ ５ ７ ９４

本宿⑥ ４５ １１４ １ １ ６８

本宿⑦ ３０ ８２ ２ ２ ４９

本宿⑧ １０ ２１ １ １ １３

本宿⑩ ６ ２６ １ １ １６

本宿⑫ ５ １８ ０ ０ １１

本宿⑬ ２５ ６１ ０ ０ ３７

本宿⑭ １４ ３７ ２ ２ ２２

本宿⑰ １７ ３８ ３ ３ ２３

本宿⑳ ２０ ５８ ５ ５ ３５

本宿㉗ １１ １１ ０ ０ ７

本宿㉚ １９ ３７ ４ ４ ２２

本宿㉜ １５ ３２ ０ ０ １９

３２３ ７６３ ２８ ３０ ４５９

１３０ ２６９ ０ ０ １６１

３３０６ ７５７４ ２１１ ２１７ ４５４３

本宿

本宿　合計

シャルマン

総合計

南
小学校

学校法人
三島学園
知徳高校

鮎壺

鮎壺　合計
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直ちに遠方へ避難することはせず、段階的な避難とする。避難対象者は町内の一時集結地

へ避難し、噴火の規模に応じて町外へ避難を拡大する。この場合、県の広域避難方針に基づ

き、*受入 Bグループ（熱海市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、函南町）への避難を基本とす

るが、町外避難においては県、他市町との調整を踏まえた上で改めて避難計画を策定するも

のとする。 

＊「富士山火山に関する広域避難の調整方針について」広域避難計画(素案)では、複数の避難先市町をグルー

プ化し、調整を行う方針が示されている。本町の広域避難先は熱海市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、函南町の

属する受入 B グループが該当する。各受入市町における一時集結地の開設予定地は表１７のとおりである。 

 

表 17 受入市町における一時集結地の開設予定地 
受入市町 施設名称 所在地 

熱海市 南熱海マリンホール 熱海市下多賀 

伊東市 伊東市民体育センター 伊東市玖須美元和田 

伊豆市 日本サイクルスポーツセンター 伊豆市大野 

伊豆の国市 旧スポーツワールド駐車場 伊豆の国市南江間 

函南町 状況に応じて発災後に指定する場所  

 

２ 一時集結地の開設 

一時集結地の開設及び避難者の受入業務については、町が行うものとする。一時集結地の

運営にあたっては長泉町地域防災計画資料編「避難所運営基本マニュアル」に準ずる。 

町は、本部室員以外の職員を一時集結地に派遣し、運営を開始する。 

 

３ 避難誘導 

町は、住民等の円滑な避難のため、避難所開設に当たらない本部室以外の職員を動員し、

警察、消防等と協力して避難誘導を行う。 

また平常時から自衛隊の災害派遣要請について、県と確認しておく。 

 

４ 駐車場の確保 

各避難所の駐車スペースが不足する場合に、駐車場として使用を想定する施設は、表１８

とおりとする。 

避難の際には多数の車両により避難所の駐車スペースが不足するおそれがあることから、

町は、避難に使用する車両の削減方法を検討するとともに、必要に応じてその他の公共施設

や民間施設にある駐車場の活用を検討する等、駐車スペースの確保に努める。 

 

表 18 駐車場として利用する施設 

駐車場として

使用する施設 

長泉小学校グラウンド 

長泉中学校グラウンド 

南小学校グラウンド 

学校法人三島学園知徳高校グラウンド 



35 
 

５ 福祉避難所の開設 

町は、福祉避難所の開設が必要と判断する場合は、福祉避難所の施設管理者に開設を要請

する。 

 

第５節 避難手段 

避難を行う者は徒歩及び自家用車（相乗り含む）等による避難を基本とするものの、深刻

な渋滞の発生により逃げ遅れが懸念されるため、町は、避難に使用する車両の台数を極力減

らすよう周知に努める。なお、自家用車（相乗り含む）等がなく、徒歩での避難が困難な避難

者に対応するため、町は、共助による車両避難の周知に努める。 

避難行動要支援者については、近隣住民等の補助を行う者の車両等で避難を行う。 

広域避難となった場合の避難手段は、原則として自家用車（相乗り含む）等による自力避

難とする。 

 

第６節 避難状況の確認 

１ 住民避難の確認 

町は、自主防災組織、消防団、警察等の協力を得て在宅の避難行動要支援者が避難済みで

あること等の確認を行い、町災害対策本部等でその状況を把握しておくものとする。 

 

２ 避難者の所在確認 

町は、避難所において、自主防災組織の世帯台帳等を用いて避難者の確認を行う。避難所

以外の避難者については警察や消防のほか避難した住民からの情報等を基に整理する。その

際、個人情報の取扱には、十分配慮するものとする。なお、避難所以外に避難する者は、避難

の際にステッカー等目印を玄関に表示する等、避難済みであることを周囲に知らせるものと

する。 

 




